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緻密かつ適正な捜査の推進のための刑事指導業務の確立について

緻密かつ適正な捜査（以下「適正捜査」という。）の推進については、これまでも

累次にわたり指示してきたところであるが、今般、適正捜査の推進のための刑事指導

業務の確立に向け、下記のとおり、適正捜査指導官を設置等することとしたので、業

務上遺漏のないようにされたい。

記

１ 適正捜査指導官の設置

適正捜査を推進するための指導・教養等の司令塔として、刑事部刑事総務課（以

下「刑事総務課」という。）に適正捜査指導官を置き、刑事総務課管理官をもって

充てる。

２ 適正捜査指導官の任務

適正捜査指導官は、次に掲げる任務を行うものとする。

(1) 適正捜査を徹底するための指導・教養等の実施に関すること

ア 捜査関係法令等の遵守に関する指導・教養

警察の捜査は、刑事訴訟法、警察法、犯罪捜査規範等の捜査関係法令及び関

係通達等（以下「捜査関係法令等」という。）に基づき実施されるものである

ことを、捜査に当たる全ての警察官に理解させるため、捜査関係法令等の遵守

に関する指導・教養を徹底すること。

イ 各種捜査手続に関する指導・教養



事件の送致・送付、被害・告訴等の届出の受理、取調べの録音・録画、証拠

物件の管理等、捜査関係法令等に基づく具体的な捜査手続に関する指導・教養

を実施すること。

その際、必要に応じた執務資料の作成、具体的な事例に関する質疑への対応

等により、その趣旨や意義のみならず、具体的な措置要領を理解させ、各種捜

査手続が適正に実施されるような取組を徹底すること。

ウ 巡回業務指導による適正捜査の浸透

定期的に警察署の事件主管課に対し、関係部門と連携しつつ巡回業務指導を

行い、捜査関係法令等に基づく捜査が徹底されているか確認するとともに、改

善すべき点がある場合には指導・教養を行い是正を図ること。

(2) 捜査幹部に対する助言に関すること

警察本部刑事部の事件主管課及び警察署が捜査する事件のうち、各種捜査手続

に関する疑義の有無など、適正捜査の観点から検討が必要なものについて、警察

本部長・警察署長等の捜査幹部から意見を求められたときは、これに必要な助言

を行うこと。

(3) 現場捜査員等の意見等に対する窓口に関すること

刑事部門の適正捜査に関する現場捜査員等の相談・意見等（以下「意見等」と

いう。）を受け付ける窓口は、刑事総務課指導（第一・第二・第三）係とする。

適正捜査指導官は、意見等の中に捜査指揮上の重大な問題が存在する又はその

おそれがあると認められる場合は、意見等をした現場捜査員等の保護に適切な配

意をした上で、警察本部長等へ報告すること。

(4) 他部門との連携に関すること

捜査を担当する他部門における適正捜査を担当する者との連携を密に図り、必

要に応じ、他部門に対して助言等を行うこと。

３ 適正捜査の指導・教養等を所掌する係の運用

適正捜査指導官の指揮の下、適正捜査を徹底するための指導・教養等を所掌する

刑事総務課指導（第一・第二・第三）係は、当該指導・教養等を統一的に行うこと。


